

「愛・地球博記念公園　公園マネジメント会議」

運営ルールブック　概要版（案）
公園マネジメント会議とは

－「県民と行政のパートナーシップにより、公園利用者の満足度向上等を目的に、利用者の目線で公園の管理運営を行う協議・実践の場」－

平成２1年　３月


本会議の主旨
　公園マネジメント会議とは「県民と行政のパートナーシップにより、公園利用者の満足度向上等を目的に、利用者の目線で公園の管理運営を行う協議・実践の場」である。
ルールブック作成の経緯・位置づけ
本ルールブックは、県建設部とNPO、学識経験者等で構成する「愛･地球博記念公園　公園マネジメント会議　懇話会（H19.8.～10、２回開催）」及び「同　準備会（H19.12～H21.1、８回開催）」における議論を経て、公園マネジメント会議の運営についての基本的事項をとりまとめたもの。
今後、会議運営のよりどころとして最大限遵守することとしている。
１　「公園マネジメント会議」の目的
　（1-1）名称：「公園マネジメント会議」
　（1-2）目的：①愛･地球博の理念と成果を継承・発展させ、魅力ある公園とする。
　　　　　　　　②公園利用者の満足度向上を念頭に、管理運営計画等について、協議や実践を行う。
　　　　　　　　③地域社会を支えあう取組みを行い、国内外へ情報発信する。
　　　　　　　　④多様な主体の協働による公共サービスのモデルとして取り組む。
　（1-3）役割範囲：以下の図のとおり




　（1-4）議題項目

　　・本会議の目的を達成するため、県民が主体となって実践する事項や、公益性の高い事項を中心に協議し、実践していく。
　（1-5）役割

　　・本公園内の管理運営に関連する事項について報告を受け、提言、承認を行う。
２　会員と心得
　（2-1）会員

　　・会員は団体を原則とする。ただし、大学、研究機関においては個人も認める。
　（2-2）入会の手続き

　　・会員は一般公募によることとし、「全体会」で承認を得た後に入会する。
　（2-3）会員の公募条件

　　・公園の基本計画に賛同し、責任を持って公園の管理運営に関わることができる団体であり、公園での活動実績や、今後活動が見込まれる団体等を対象とする。

　　・政治団体、宗教団体、暴力団及びその関係者でないこと。
３　運営体制

　（3-1）事務局

　　・当面は、県（公園緑地課）が中心に、指定管理者（財団法人愛知県都市整備協会）と共に担当する。
　（3-3）全体会

　　・全体会は会長（任期１年）及び会員で組織する。
　　・会長は、全体会の会員の中から事務局が推薦し、全体会で承認を得る。
　（3-3-1）総会とコア会議
　　・会員の数が増大の場合、全体会を「コア会議」と「総会」に分ける。
　　・コア会議は、公園マネジメント会議の議題項目についての「協議」を行う場。

　　・総会は、コア会議から提案される年度計画や活動報告について「承認」を行う場。

　（3-3-2）総会

　　・総会は、年に１回程度開催する。組織は「3-3．全体会」を受け継ぐ。

　（3-3-3）コア会議
　　・コア会議の定数は３０程度。任期は１年間とする。会長は総会の会長が兼ねる。
　　・コア会議の会員は事務局が立候補者をもとに案を作成し、全体会での承認を得る。
　　・コア会議は、2ヶ月に１回程度、その他必要に応じて開催する。

　（3-4）分科会
　　・活動の実行組織として、活動内容に応じた「分科会」を設置する。
　（3-5）コーディネーター

　　・全体会（総会、コア会議）にはコーディネーターを配置し、会議運営を行う。
　　・選出は事務局が行い、全体会（コア会議）で承認を得る。
  　・役割は、中立的な立場で意見集約を行い、全会一致に向けて調整を行うこと。
４　資金
　・事務局は全体会（総会、コア会議）の運営費用を負担する。
　・分科会活動資金は、活動分科会単位で自らが調達し管理する。
　・県（公園管理者）及び指定管理者は、分科会活動に必要な助成金の獲得等に対し、できる限り協力する。
５　活動の評価

　・目的の実現に向けた達成度を測るため、成果指標と目標値を定める。
　・活動結果について、本会議が設置する評価委員会による評価を行う。
６　学習

　・本会議の活動を活性化するため、活動に必要な事項について学習をする。

７　その他

　・本会議のル－ルは、全体会の出席者の過半数の賛成により変更できる。
「愛・地球博記念公園　公園マネジメント会議」運営ルールブック（概要）



























































資料２





「愛・地球博記念公園」の管理・運営・整備の全体的な責任は、公園管理者である愛知県が負う。





整備





・施設整備


・改修　等





管理





・法令管理


・維持修繕　等





運営





・各種活動（運営プログラム等）


・イベント運営　等





公園マネジメント会議が関わる範囲





【公園マネジメント会議の関わる範囲　イメージ】








